
開示依頼者 必要書類

親権者
①依頼者の本人確認できる身分証明書
②戸籍謄本 または住民票謄本等

未成年後見人
①依頼者の本人確認できる身分証明書
②登記事項証明書（写し不可）

患者さんの世話をしている親族及び縁故者
①依頼者の本人確認できる身分証明書
②患者さんとの関係が分かる戸籍・住民謄本等

成年法定後見人
①依頼者の本人確認できる身分証明書
②登記事項証明書（写し不可）

①依頼者の本人確認できる身分証明書
②委任状
③患者さんの身分証明書（写し可：顔写真のあるもの）

運転免許証、マイナンバーカード、パスポート　など
※顔写真付き以外の証明書の場合は、２点の確認書類を提示していただく場合があります

弁護士の場合：日本弁護士連合会又は所属弁護士会発行の身分証明書

①患者さんとの関係が分かる戸籍謄本・改製原戸籍 等
②依頼者の本人確認できる身分証明書
③法定代理人の場合：登記事項証明書（写し不可）

①本人確認できる身分証明書
（婚姻などにより氏名変更有り ： 旧姓、旧住所等の確認を行います）

診療記録開示に必要な書類　　　　　開示申請書と合わせて下記書類が必要となります、ご不明な点はお問合せ下さい

本人確認できる身分証明書　*原本 写しをとって返却します

患者さんご本人

患者さんご遺族

患者さんご本人以外

患者さんが
未成年の場合

患者さんが成
人で判断能力
に疑義がある
場合

患者さん本人から委任を受けた任意代理人

配偶者、子、父母及びこれに準ずる者
（これらの者に法定代理人がいる場合の法定代理人を含む）

状況


